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雑

報

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
六
年
七
月
一
一
一
一
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

「
脳
死
と
死
亡
時
刻
」

報
告
者

松

久

三

四

彦

氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

出
席
者

一
一

報
告
は
、
①
本
テ

1
マ
設
定
の
理
由
(
脳
死
に
お
け
る
死
亡
時
刻
に
つ

い
て
従
来
の
議
論
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
等
)
、
②
本
学
教
官
が
脳
死
問
題

に
つ
き
述
べ
て
い
る
内
容
お
よ
び
新
倉
教
授
の
北
大
法
学
会
報
告
(
一
九

九
O
年
一

O
月
、
本
誌
四
一
巻
四
号
一
八
四
二
具
)
の
内
容
紹
介
、
③
脳

死
問
題
の
経
緯
の
概
要
、
④
脳
死
に
お
け
る
死
亡
時
刻
に
関
す
る
議
論
の

状
況
と
私
見
、
の
順
で
な
さ
れ
た
。

脳
死
に
お
け
る
死
亡
時
刻
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
判
定
時
説
(
た
だ
し
、

第
二
回
判
定
で
の
確
認
を
要
件
と
す
る
)
と
第
一
一
回
判
定
時
説
が
対
立
し
、 名

「
脳
死
臨
調
答
申
」
(
一
九
九
二
年
一
月
)
や
、
「
『
脳
死
者
の
死
亡
時
刻

に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
』
に
よ
る
『
脳
死
者
の
死
亡
時
刻
に

つ
い
て
』
」
(
一
九
九
四
年
三
月
)
〔
た
だ
し
、
死
亡
診
断
書
に
は
、
第
一

回
検
査
終
了
時
も
記
載
す
る
〕
が
採
る
後
者
が
優
勢
の
よ
う
で
あ
る
。

私
見
は
、
第
一
固
ま
た
は
第
二
回
判
定
時
の
い
ず
れ
か
と
い
う
の
で
は

な
く
、
第
一
回
判
定
時
に
先
行
す
る
脳
死
時
と
す
る
も
の
で
あ
る
(
脳
死

時
説
)
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
同
時
死
亡
の
推
定
(
民
法

三
二
条
の
二
)
が
可
能
と
な
る
。
理
由
は
、
第
一
に
、
理
論
的
に
、
脳
死

の
判
定
時
(
確
認
時
)
は
脳
死
時
以
後
の
時
点
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、

実
際
に
も
、
民
事
で
は
同
時
死
亡
の
推
定
が
妥
当
な
場
合
が
、
刑
事
で
は

1。。

脳
死
体
を
心
停
止
さ
せ
た
行
為
を
殺
人
な
い
し
過
失
致
死
罪
と
す
る
の
は
伽。，u

不
適
当
な
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
制

互
い
に
法
定
相
続
人
の
関
係
に
あ
る
者
ど
う
し
が
、
同
一
病
院
に
か
つ
ぎ
必

こ
ま
れ
た
場
合
、
脳
死
判
定
チ
l
ム
が
一
つ
し
か
な
い
と
(
こ
れ
が
普
通
北



報

で
あ
ろ
う
)
、
ど
ち
ら
か
が
先
に
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
別
な
病
院

に
か
つ
ぎ
こ
ま
れ
た
場
合
に
は
、
第
一
回
判
定
は
先
だ
が
第
二
回
判
定
は

後
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
同
時
死
亡
を
推
定
し
た

方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
第
一
回
判
定
後
第
二
回
判
定
前
に
一

方
が
心
停
止
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
重
要
な
の
は
、
脳
死
判

定
に
速
や
か
に
入
る
手
続
等
を
し
っ
か
り
き
め
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。

右
の
私
見
に
対
し
て
は
、
民
事
と
刑
事
で
分
け
て
考
え
る
余
地
は
な
い

か
等
を
め
ぐ
っ
て
質
疑
が
あ
り
議
論
さ
れ
た
が
、
少
な
く
と
も
民
事
の
場

面
で
の
私
見
に
つ
い
て
は
常
識
的
な
考
え
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
た
方

が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
な
お
、
私
見
は
、
「
脳
死
は
人
の
死
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
」
と
い
う
仮
定
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
死
の

決
定
に
つ
い
て
は
医
学
上
の
知
見
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
医
学
会

の
状
況
(
議
論
の
一
致
を
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
)
か
ら
し
て
、
脳

死
を
人
の
死
と
考
え
、
近
い
将
来
、
そ
れ
が
認
知
さ
れ
る
と
推
測
し
て
い

る
。
し
か
し
、
医
学
上
の
知
見
に
つ
い
て
は
発
言
で
き
な
い
の
で
、
「
脳

死
は
人
の
死
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
本
報
告
の
中
心
を
な
さ
ず
、
ま
た
、

質
疑
応
答
も
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
点
は
議
論
さ
れ
な
か
っ

た。

雑

O
平
成
六
年
九
月
六
日
(
火
)
午
後
二
時
よ
り

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
近
の
刑
事
立
法
の
動
向
」

報

告

者

ジ

ヤ

ン

・

プ

ラ

デ

ル

出
席
者

(
ポ
ワ
チ
エ
大
学
法
学
部
教
授
)

一一ムハ

十
九
世
紀
初
頭
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
、
同
刑
事
訴
訟
法
典
以
降
今
世

紀
半
ば
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
立
法
は
目
立
っ
た
変
動
も
な
く
推
移
し

た
。
そ
れ
が
動
き
は
じ
め
た
の
は
一
九
四
五
年
か
ら
で
、
ま
ず
同
年
に
少

年
に
関
す
る
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が
制
定
さ
れ
、
一
九
五
九
年
に
は
新
刑
事
訴

訟
法
が
施
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
近
年
、
ふ
た
つ
の
特
筆
す
べ
き
変
動
が
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
二
年
か
ら
九
四
年
に
か
け
て
施
行
さ
れ
た
新

刑
法
典
の
成
立
お
よ
び
刑
事
訴
訟
法
の
重
要
な
改
革
で
あ
る
。

ま
ず
、
新
刑
法
典
か
ら
述
べ
る
。
立
法
過
程
を
詳
細
に
述
べ
る
余
裕
は

な
い
が
、
立
案
作
業
は
一
九
七
四
年
か
ら
開
始
さ
れ
、
八
九
年
よ
り
本
格

的
な
議
会
審
議
に
入
っ
た
。
技
術
的
理
由
か
ら
四
部
に
分
か
た
れ
た
法
案

は
、
九
二
年
七
月
一
一
一
一
日
に
公
布
さ
れ
、
九
四
年
三
月
一
日
よ
り
施
行
さ

れ
た
。
新
法
典
の
内
容
的
特
徴
と
し
て
、
何
よ
り
も
か
な
り
の
程
度
の
現

状
維
持
志
向
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
と
り
わ
け
、
責
任
阻
却
事
由
(
判
例
上

の
緊
急
避
難
、
財
産
の
た
め
の
正
当
防
衛
)
や
刑
の
個
別
化
に
つ
い
て
は 氏

北法45(6.126)982 

名
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目
新
し
い
点
は
少
な
い
。
と
は
い
っ
て
も
、
次
の
二
つ
の
改
正
点
は
注
目

す
べ
き
も
の
と
い
え
る
。
第
一
は
、
未
必
の
故
意
の
問
題
を
立
法
的
に
解

決
す
る
た
め
、
「
他
人
の
身
体
を
明
白
な
危
険
に
さ
ら
す
行
為
」
(
一
一
一
一

三
条
)
と
い
う
規
定
を
設
け
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
故
意
と
過
失

の
中
間
的
な
も
の
で
、
こ
れ
自
体
軽
罪
(
二
二
三
|
一
条
)
と
な
る
だ
け

で
な
く
、
過
失
致
傷
罪
の
加
重
事
情
と
し
て
も
は
た
ら
く
。
第
二
の
注
目

す
べ
き
点
は
、
法
人
の
刑
事
責
任
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
(
一
一
一
一
|
二

条
)
。
立
法
化
の
背
景
と
し
て
、
外
国
法
の
処
罰
例
が
あ
る
こ
と
、
国
内

法
に
お
い
て
も
各
種
独
立
行
政
機
関
が
法
人
に
行
政
罰
を
課
す
例
が
少
な

く
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
今
後
は
、
国
家
を
除
く
す
べ
て
の

法
人
(
各
種
協
会
、
政
党
、
労
働
組
合
等
)
が
処
罰
の
対
象
と
な
る
。
た

だ
し
、
法
人
の
犯
罪
は
当
該
法
人
の
代
表
者
な
い
し
経
営
者
が
犯
し
た
場

合
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ま
た
、
そ
の
際
の
刑
罰
は
、
自
然
人
の
場
合

に
定
め
ら
れ
た
罰
金
刑
の
五
倍
で
あ
る
。

次
に
、
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
幾
つ
か
の
重
要
な
改
革
の
問
題
を
取
り

上
げ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
司
法
に
関
し
て
は
、
訴
訟
の
遅
延
、
誤
判
の

問
題
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、
十
数
年
前
か
ら
法
制
審
議
会
が
何
度
か
立
法
提

案
を
行
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
三
年
八
月
二
四
日
法
は
、
新
法
典

の
か
た
ち
は
と
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
警
察
捜
査
お
よ
び
予
審
に
関
す
る

重
要
な
改
革
を
実
現
し
た
。
ま
ず
、
警
察
捜
査
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
警

察
留
置
に
付
さ
れ
た
被
疑
者
に
、
近
親
者
に
通
知
し
て
も
ら
う
権
利
、
医

師
の
検
査
を
受
け
る
権
利
、
弁
護
権
な
ど
を
新
た
に
承
認
し
た
。
次
い
で

予
審
段
階
で
は
、
弁
護
側
に
記
録
閲
覧
権
、
予
審
行
為
(
事
情
聴
取
、
捜

索
等
)
の
請
求
権
な
ど
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
大
き
な
改
革
を
経
た
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
は
、
し
ば
ら
く
の
問

安
定
し
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
文
責

白
取

祐
司
)

O
平
成
六
年
一

O
月
七
日
(
金
)
午
後
一
時
四
五
分
よ
り

「
ア
メ
リ
カ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
成
立
か
終
罵
か
」

報
告
者

勝

郎

氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
)

中
野

出
席
者

名

近
年
の
ア
メ
リ
カ
建
国
史
研
究
に
お
い
て
は
、
古
典
古
代
的
な
政
治
観

の
影
響
を
強
調
す
る
共
和
主
義
的
解
釈
と
近
代
的
な
政
治
観
の
誕
生
を
一

八
世
紀
末
に
読
み
込
も
う
と
す
る
自
由
主
義
的
な
解
釈
と
が
、
論
争
を
展

開
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
国
期
像
を
提
示
し
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、

ふ
た
つ
の
解
釈
と
も
、
強
調
す
る
点
は
異
な
る
も
の
の
、
こ
の
時
期
に
デ

北法45(6・127)983



報

モ
ク
ラ
シ

l
が
成
立
(
あ
る
い
は
継
続
)
し
て
い
た
と
い
う
見
解
に
た
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
本
報
告
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
成
立
か
終

駕
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
建
国
史
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み

た
。

雑

は
じ
め
に
、
反
英
抗
争
の
過
程
で
ア
メ
リ
カ
植
民
地
の
政
治
社
会
の
民

主
化
が
進
行
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
進
行
し
た
が
ゆ
え
に
、

言
説
の
レ
ベ
ル
で
は
、
あ
る
意
味
で
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
対
比
的
に
理
解

さ
れ
う
る
共
和
主
義
的
な
思
考
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
た
。
『
ザ
・
フ
エ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
第
十
篇
の
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
イ
ソ

ン
の
議
論
を
紹
介
し
つ
つ
、
現
実
と
認
識
と
の
ズ
レ
を
明
ら
か
に
し
た
。

つ
ぎ
に
、
各
州
の
憲
法
お
よ
び
連
邦
憲
法
が
新
し
い
政
治
体
制
を
人
民

主
権
に
よ
っ
て
正
統
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
反
英
抗
争
期
に
み
ら
れ
た
(
実

力
行
使
の
契
機
を
含
む
)
直
接
民
主
制
が
成
立
す
る
可
能
性
を
奪
っ
て
い

っ
た
過
程
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
こ
で
は
、
州
レ
ベ
ル
に
お
け
る
人
民
主

権
の
制
度
化
と
直
接
民
主
制
の
衰
退
を
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
事
例
を
取
り

上
げ
て
考
察
す
る
と
と
も
に
、
連
邦
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
・

ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
ジ
ョ
ー
ジ
・
メ
イ
ソ
ン
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
対
比
さ
せ

な
が
ら
、
人
民
主
権
に
基
礎
を
お
く
中
央
集
権
化
が
直
接
民
主
制
の
場
と

し
て
の
州
の
役
割
を
抑
え
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
い
さ

さ
か
乱
暴
で
は
あ
る
が
、
人
民
の
意
志
と
い
う
擬
制
に
よ
っ
て
民
衆
の
力

と
い
う
実
体
が
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

北法45(6・128)984

議
論
は
循
環
す
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
連
邦
憲
法
制
定
派

の
目
論
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
メ
イ
ソ
ン
の
よ
う
な
連
邦
憲
法
反

対
派
の
敗
北
感
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
世
紀
に
な
る
と
代
表
を
代
理
と

と
ら
え
る
、
い
わ
ば
直
接
民
主
制
的
な
政
治
観
が
支
配
的
に
な
る
。
報
告

の
最
後
で
は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
、
一
方
で
は
、
こ

の
よ
う
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
成
立
し
た
時
期
と
し
て
捉
え
つ
つ
、
他
方

で
は
、
そ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
実
は
、
公
益
の
実
現
(
共
和
政
)
を
め
ざ

す
も
の
で
は
な
く
、
私
的
利
益
の
実
現
を
は
か
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
ポ
リ
ス
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
終
罵
を
む
か
え
た
と
も
い
え
る
こ

と
を
論
じ
た
σ


